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令和元年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その３ 

令和元年６月18日（火） 

                                          

○議長（土井裕美子君）順番８、５番 板橋

さん。 

〔５番（板橋真弓君）登壇〕 

○５番（板橋真弓君）皆さま、おはようござ

います。 

 ただ今、議長のお許しをいただきました

ので、通告に従い、一般質問を行わせていた

だきます。 

 今回の一般質問第１項目めとして、スク

ールサポートスタッフの配置についてお聞

きします。 

 学校の働き方改革に向けて、兵庫県尼崎

市では今年の10月から教員の事務作業を補

助する臨時職員、スクールサポートスタッ

フを市内の全小学校と特別支援学校に配置

することが決まりました。同スタッフは、授

業で使用する学習資料の印刷、データの入

力、電話や来校者の対応などを行います。市

内の公立小学校41校と特別支援学校に１人

ずつ配置されます。 

 長時間労働が常態化し深刻な問題となっ

ている教員の事務負担を軽減するとともに、

児童と向き合う時間を増やし、授業や指導

の充実につなげるのが狙いです。教員の負

担軽減と学校教育の質の向上のために、特

に負担が深刻な小学校への同スタッフの配

置の重要性を踏まえ、橋本市の教員への負

担軽減と教育の質の向上への取り組みの現

状についてお伺いいたします。 

 次に、二項目めとして、中高年のひきこも

りについてお聞きします。 

 神奈川県川崎市の児童ら20人殺傷事件、

これは５月28日です。と、東京都練馬区の元

農林水産省事務次官の長男刺殺事件、６月

１日を受けて、川崎市の事件の容疑者は51

歳で長年にわたりひきこもりを続けていた

こと、また、練馬区の事件で殺傷された長男

は44歳、無職で家庭内暴力があったことな

どが明らかになってきました。51歳、44歳と

いずれも中高年のひきこもりがもたらす最

悪のケースです。このような痛ましい事件

に発展するまでに、ひきこもりで悩んでい

る家族や本人を救う手だてはなかったのか、

私たちに何ができるのか、深く考えさせら

れた事件です。 

 中高年のひきこもりは年々増えており、

放置すれば福祉財源は破綻するとも言われ

ています。いわゆる8050問題として深刻な

社会問題となっています。国の対策として

現在、全都道府県政令都市にひきこもり地

域支援センターが設置されています。 

 特に田辺市では、全国に先駆けて2001年、

平成13年ですけれども、専門の相談窓口が

開設され、注目すべきは相談窓口に加え、ひ

きこもり検討会を設置し、官民で支援ネッ

トワークを構築しているところです。医療、

福祉、教育、労働などの専門知識を持ち寄り、

ひきこもりの段階に応じた適切な提案を行

い、実際、18年間ひきこもっていた男性に支

援を続けた結果、就労につながった例もあ

るとのことです。開設されてから今年で18

年を迎えているということです。 

 また、東京都では６月３日から中高年の

ひきこもり支援強化の取り組みが始まりま

した。都が運営する無料相談窓口、東京都ひ

きこもりサポートネットの取り組みの一環

で、ひきこもり状態の当事者の自宅に相談

員が出向く訪問相談の対象について、それ

まで本人が義務教育終了後の15歳から34歳

までとしていた年齢上限をなくし、新たに
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35歳以上の中高年でも利用できるようにな

りました。 

 訪問相談は、精神保健福祉士や臨床心理

士らが担い、本人の状況に合わせて支援内

容を検討し、関係機関を紹介するなどの取

り組みを行っており、今年度からは家計や

家族の介護などの問題にも対応できるよう

社会福祉士なども配置されたとのことです。 

 そこで、本市のひきこもりの状況と対策、

特に中高年のひきこもりへの取り組みにつ

いてお伺いいたします。 

 以上、私の第１回目の質問といたします。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さんの質

問項目１、スクールサポートスタッフの配

置に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）スクールサポートス

タッフの配置についてお答えします。 

 スクールサポートスタッフは、学校現場

で課題となっている事務作業を担うことに

より、教員の子どもと向き合う時間を確保

することを目的として、県教育委員会から

配置されています。橋本市では、平成30年度

から、小学校２校に週30時間ずつ配置され

ており、本年度も同校に配置されています。

配置校からは、「プリントの印刷や配布物の

準備等に費やしていた時間を他の業務に充

てることができ、とても助かった」などの声

を聞いています。今後も配置校を増やして

いきたいと考えていますので、県教育委員

会に強く要望していきます。 

 さて、教員の勤務状況についてですが、教

員個々の差はありますが、橋本市において

も教員の長時間勤務については課題があり

ます。 

 具体的な対応策については、まず勤務時

間チェックシートを導入するなど教員の意

識改革に努めています。教員の出退勤時刻

はもちろん、学校内外の時間外業務時間を

エクセルシートに入力し、月ごとの時間外

業務時間を確認できるようにしています。

このことにより、教員の勤務時間について

の意識が少しずつではありますが変わって

きています。学校長には教員との面談を適

切に行い、個々の業務量を把握するととも

に、特定の職員に過度の負担がかからない

よう指導・助言を行っています。また、有給

休暇の取得促進を積極的に図り、教員のメ

ンタルヘルスにも努めているところです。 

 次に、学校運営マネジメントの改善を図

るとともに、監理職のリーダーシップによ

る無理のない学校運営体制の構築を図って

います。多忙感から充実感に変えられるよ

う、目標を共有化し、学校がチームとして組

織的に取り組める学校運営をめざしていま

す。また、コミュニティスクールや教育コミ

ュニティを通じて、地域人材を有効活用し、

学校への支援を強化しているところです。 

 業務軽減・業務改善については、市教育委

員会として、各学校の課題に応じて小・中学

校に非常勤講師、特別支援教育支援員等を

27名配置しています。また、教員の増員要求、

スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー等の専門的職員の配置充実につ

いても県教育委員会に要望しています。 

 また、平成27年度から校務支援システム

の導入や給食費徴収業務の教育委員会への

移行等による事務的な業務量の軽減にも努

めています。 

 一方、中学校の部活動指導については、伊

都地方教育長会から、「１週間のうち２日以

上は休養日を設ける。平日は月曜日を休養

日とする。土曜日及び日曜日は少なくとも

１日以上は休養日とする」、「平日は２時間

程度（朝練を含む）、休日は特別な場合を除
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き、３時間程度とする」等の指針を示してお

り、この指針に基づき、教員は休養日を設け

ています。 

 このような取り組みを行うことで、授業

改善のための時間や子どもたちに向き合う

時間を十分確保し、教員が自らの授業を磨

くとともに、日々の生活の質や教職人生を

豊かにすることで、教員の人間性や創造性

を高め、児童生徒に対して効果的な教育活

動を持続的に提供できるものと考えていま

す。 

 しかしながら、まだまだ大きく状況が改

善されたわけではありません。今後、課題解

決のためには教員定数の改正等、法改正を

含め、抜本的な改革も必要であると考えて

います。今後とも国や県の動向に注視しな

がら、橋本市としてできることに継続して

取り組んでいきたいと考えています。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん、再

質問ありますか。 

 ５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）それでは、ご答弁をい

ただきましたので、再質問させていただき

ます。 

 まず、スクールサポートスタッフについ

てです。 

 スクールサポートスタッフは小学校14校

全校へ１人ずつ配置へ充実させていただけ

るようにという方向性で考えておりまして、

まず、私は橋本市において長年講師をして

おりました。小学校、中学校、高等学校、い

ずれの現場も経験しております。 

 中でも、小学校は特に教員の負担が大き

いと感じております。授業形態の違いで、中

学校や高等学校は教科担任制で、１人の生

徒に複数の教科の先生がかかわるので空き

時間も確保できるんですけれども、小学校

は学級担任制のため、児童が登校してから

下校するまで担任が原則１人で授業や給食

指導を行い、放課後は宿題やプリントの丸

つけや、次の日の準備、授業準備をいたしま

す。トラブルがあったときなどは、保護者へ

の連絡などもあります。 

 指導要領の改正に伴い、道徳教育や英語

教育の必修化、来年度からはプログラミン

グ教育も導入されて研修を受けるなど、自

己研さんのための時間も確保しなければな

りません。教材研究、指導案の作成、各種報

告書など、事務的な作業もたくさんありま

す。個人差もあるでしょうが、とても時間が

足りないというふうに、全体的にはそうな

っているのではないでしょうか。勤務チェ

ックシートへの入力すら負担になると感じ

るほどです。 

 このような状況の改善のためにも、スク

ールサポートスタッフの配置は急務です。

橋本市では現在、小学校14校中、配置されて

いるのは２校ですので、教育長におかれま

しては、ぜひとも小学校全14校へ１人ずつ

の配置が実現できるよう県教育委員会に強

く要望していただきたいと思います。私も

県議会議員を通して、しっかりと訴えてま

いります。 

 次に、かなりたくさん改善をされていて、

教育委員会の先生方はかなり力を注いでく

ださっていて、中学校等その他、かなり改善

はされてきているとは思うんですけれども、

やっぱり現場は教員などの人が足りていな

いというふうに感じます。 

 まず小学校は特にそういうふうに思うん

ですけれども、小学校には副担任がいない

ため、不測の事態が発生しても担任の先生

が原則全てを対応しなければなりません。

例えば、休み時間に児童がけんかをしまし

た。授業が始まってもけんかはおさまらず

児童が教室を飛び出した場合、先生はその
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児童が心配で追いかけていくことになりま

す。そうすると、クラスに先生が不在となっ

て、授業はとまったままとなってしまいま

す。応援の先生がいないので、やむを得ず校

長や教頭にフォローをお願いすることもし

ばしばあります。フォローが必要と予測さ

れるところには、前もって非常勤講師や特

別支援教育支援員などの加配教員も目いっ

ぱい確保していただいていますが、まだま

だ十分とは言えないと思います。 

 時代の変化とともに個別対応の必要な子

どもたちが増える中、課題解決のためには、

教員定数の改正等、法改正を含め抜本的な

改革も必要とのことですが、現在、和歌山県

は原則１クラス40人学級ですが、全国学力

テスト１位の秋田県では、全校35人学級と

いうふうにお聞きしましたが、橋本市とし

ては、全学年35人学級についてはどのよう

にお考えでしょうか。そのところをお願い

いたします。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員お話しのことは、

私、本当に身にしみてよくわかります。現場

の実態というのはまさにそのとおりだと、

私自身も認識しております。 

 スクールサポートスタッフにつきまして

は答弁でも述べさせていただきましたよう

に、昨年度２名、本年度も２名ということで

す。県下におきましては、昨年度30名のスタ

ッフの方がおられました。今年度40名です。 

 スクールサポートスタッフ、この補助金

ってどうなっているかと言いますと、国費

が３分の１、県費が３分の２です。本年度、

国費で14億4,000万円という金額がスクー

ルサポートスタッフについておりますが、

国費が３分の１、県費が３分の２、後でちょ

っとお話しさせていただきますけども、教

職員、県費職員とよく言いますけども、定数

のお金というのは国費が３分の１、県費が

３分の２で、それで定数という形になりま

す。 

 スクールサポートスタッフについては、

来年度より一層、議員おただしのとおり、１

年目は確かに何をすればいいのかというと

ころで戸惑う現場もあったんですけども、

２年目になって定着してまいりましたので、

より一層県にお願いをしていきたいと思っ

ています。 

 ただ、先ほどお話しさせていただきまし

たように、国費３分の１、県費３分の２とい

う実態につきましては、私はこれ、ちょっと

しんどいんかなと思うところもございます。

正直２分の１、２分の１というふうな費用

分担でもいいんではないかなと考えている

ところです。 

 それと、定数につきましてちょっとお話

しさせていただきます。定数というのは、児

童生徒の人数に対して職員が何名、教職員

が何名という決まった数字です。定数以外

に加配教員というのがございます。加配教

員は年によって変動があります。毎年人数

に対して加配がこうですよということでは

ございません。子どもの実態、また教育委員

会の要望に応じて県教委が加配という形で

いただいています。 

 橋本市の例で言いますと、加配教員とし

てはＴＴ少人数加配、８校に17名、定数では

ない加配教員です。ＴＴ少人数加配８校で

17名。児童生徒支援加配、これはいろいろ学

力とか生徒指導上、また児童の生活上、この

加配を入れたらということでいただいてい

る加配が、７校に８名。それから、小学校専

科加配、私はこれは非常に大事だと思って

います。これは理科と英語で２校に２名配

置していただいています。また、主に特別支

援学級の指導充実のための非常勤講師、こ
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れは特別支援学級というのは障がいの状況

に応じて、例えば、知的障がいの子どもたち

のクラスは８名で１学級になります。例え

ば、中学校で３学年にわたって８名の子ど

もを指導するというのをイメージしていた

だいたらよくわかると思うんですが、大変

困難です、３学年にわたって８名というの

は。 

 だから、県は６名以上のところに非常勤

講師を１名、３学年にわたって５名以上の

ところに非常勤講師を１名配置していただ

いています。そういう先生方を33名配置し

ていただいています。 

 教員定数のことになるんですが、先ほど

もお話しさせていただきましたように、国

費３分の１、県費３分の２で定められた定

数というのは、小学校１年生で国費で、国費

というかそういう定数で言いますと、小学

校１年生のみが35名、小学校２年生から中

学校３年生までは40名が国の定数です。 

 ただ、県の定数として、県が単独で補助し

ていることによって今どういう実態かと言

いますと、小学校１年は国費そのままの35

名、小学校２年は県費を入れて35名学級で

す。小学校３年から小学校６年までは38名

学級、中学校１年から中学校３年までは35

名学級になっております。 

 ここで、市内でも時々問題というか大変

なことが起こるのが、小学校１年で入学し

た人数が36名であった場合、これは18名の

２学級になります、35名定数ですので。とこ

ろが、２年までは大丈夫なんですが、３年に

なると定数が38名に上がりますので、２学

級であったものが１学級に、もう一度国と

県の定数でいうと戻さなくてはならないと

いう状況があります。私たちとしては、こう

いう場合は県にお願いして、加配教員を要

求して少人数に分割していくという形を一

生懸命とらせていただいています。 

 これからも、いわゆる定数が変わらない

限り、加配教員をどれだけいただけるか、こ

れは市と県との力関係というか、どういう

形でお願いしていくかというそういうこと

で、私自身も１人でも多くの教職員を学校

現場へ入れていきたいと思っています。 

 ただ、そういう意味で言うと、全て35名学

級でいいのかという実態について、ちょっ

と私自身の考えを述べさせていただきます。

私は学校訪問、小学校をかなり見せていた

だいています。35名の学級は、非常に子ども

個性もあるし大変な学級になります。やは

り先生にかかる負担というのは非常に大き

いだろうと。だから、35名学級に国の定数を

していただいたとしても、実態としては大

変しんどいだろうと。きめ細やかな子ども

に迫る教育というのは難しいと思います。 

 当面は35名学級にしていただきたいんで

すが、将来的には段階的に30名、そして、正

直本音で言いますと、１学級やはり20名ま

で下げれたら、子どもたち一人ひとりの状

況に応じたきめ細やかな対応をより一層で

きるんではないかなと、このように考えて

います。今後とも、教職員についてはなるべ

く多くの先生方をいただけるように努力し

てまいりますので、ご理解のほどをよろし

くお願いします。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございまし

た。今お話を伺って、私も教育長と大いに意

見賛同するところであります。実態はかな

り本当に大変なので、１人でもたくさんの

教員がゆったりとした気持ちで子どもたち

とかかわり合えるように、これからも頑張

って後押ししてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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○議長（土井裕美子君）１項目めは終わりで

よろしいですか。 

○５番（板橋真弓君）はい。１項目めはこれ

で終わります。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、

中高年のひきこもりに対する答弁を求めま

す。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）中高年のひき

こもりについてお答えします。 

 ひきこもりは、本人にとっても家族にと

ってもデリケートな問題であり、その実態

把握は容易ではなく、国においてもあくま

でも推計値で示すことしかできていません。 

 直近の調査では、平成27年12月、全国の15

歳から39歳までの人を対象に内閣府が実施

した調査によると、自室から近所のコンビ

ニまでが活動範囲の狭義のひきこもり者は

全体の0.51％、17万6,000人、ふだんは家に

おり自分の趣味の用事のときだけ外出する、

準ひきこもり者も含めると全体の1.57％、

54万1,000人いると推計されています。 

 また、同じく内閣府が平成30年12月に40

歳から64歳までの中高年を対象に行った調

査では、狭義のひきこもり者は全体の

0.87％、36万5,000人、準ひきこもり者も含

めると全体の1.45％、61万3,000人いると推

計されています。 

 これらの調査結果を令和元年５月末現在

の橋本市の人口に単純に当てはめると、15

歳から39歳までが１万4,689人、40歳から64

歳までが２万929人となることから、狭義の

ひきこもり者はそれぞれ75人、180人、準ひ

きこもり者を含めると、それぞれ230人、300

人いる計算になります。 

 一方、中高年者のひきこもり者の支援で

すが、福祉課で開設している総合窓口にお

いて、平成30年度中のひきこもりに関する

相談実績は18件で、そのうち10代から39歳

までが10人、40歳から64歳までが８人でし

た。 

 ひきこもりにかかわる活動をされている

特定非営利活動法人、ひきこもり支援サー

クルとらいあんぐるに登録されている利用

者は24人で、そのうち40歳から64歳までの

登録者は１人です。 

 若者サポートステーションWith Youきの

かわでもひきこもり支援をしていますが、

対象を15歳から39歳としていることから、

40歳以上の相談はありませんでした。 

 平成27年から福祉課において生活困窮者

自立支援相談を実施しており、就労支援を

はじめ経済的な生活での困り事など、相談

者に寄り添った支援を行っています。 

 今後も引き続き、関係各課や支援機関と

の情報共有や連携を図りつつ、ひきこもり

者の把握に努めるとともに、ひきこもり者

及びその家族の支援に取り組んでいきます。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん、再

質問ありますか。 

 ５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）再質問させていただき

ます。 

 まず確認ですが、ひきこもりは本人にと

っても家族にとってもデリケートな問題で、

その実態把握は容易ではないという現状が

あるということで、そのことから中高年の

ひきこもりについては、橋本市のＮＰＯ法

人、ひきこもり支援サークルとらいあんぐ

る、40歳以上は登録者は１名。それから、二

つ目の施設、若者サポートステーション

With Youきのかわでは対象者が15歳から39

歳ということで、40歳以上は相談はない。で、

福祉課においては、生活困窮者自立支援相

談での40歳以上のひきこもり状態の人の相
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談件数はいくらになっているのか無回答で

あったのですけれども、相談は40歳以上の

ひきこもりの方はどれぐらいになるのかと

いうことと、この回答では推計の人数とい

うことで、本当にひきこもりの実態を掌握

するのは難しいということかなというふう

に思っているんですけれども、この四点を

踏まえて結論づけると、橋本市においては

現在、中高年のひきこもりに特化した積極

的な支援はまだまだ行われていないという

ことでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）答弁もれがあ

ればちょっと指摘してほしいんですけども、

先ほど答弁でも言いましたように、平成30

年度中のひきこもりに関する相談件数は18

件でした。そのうち、40歳から64歳までが８

名です。非常に私も感じるところは、40歳以

上の相談者の数は少ないと感じております。 

 橋本市の場合、田辺市の例を挙げていた

だいてるんですけども、非常にスタートが

遅かったと感じております。今後は広報活

動を中心に、ひきこもりに対する対策につ

いては真意にやっていきたいと考えており

ます。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）本当に課題が多いと思

います。最近、政府の策定する骨太方針に盛

り込まれた厚生労働省が就職氷河期世代の

活躍支援プランというのが発表されました。

8050問題が深刻な問題としてクローズアッ

プされている中で、集中支援の策として発

表されたものです。 

 その中で地域若者サポートステーション、

先ほども出てきたWith Youという和歌山県

ではそうなっていると思うんですけれども、

そこの利用者の年齢が引き上げられるとい

うような内容になっていまして、就職氷河

期世代ということで、大体35歳から45歳ぐ

らいまで、今までは40歳まで、39歳までとい

うことやったのが少し幅が広げられたとい

うことで、中高年のひきこもりもセーフテ

ィーネットというか、対策がそのような形

で盛り込まれたなというふうに感じていま

す。 

 ひきこもり、これは当事者の就労や社会

参加を阻害する背景、要因、家族の状況への

対応も含む一括支援を推進するためのもの

で、当事者の自宅を訪ねるアウトリーチ型、

アルトリーチといったら私も初めて読んだ

んですけれども、訪問型ということで、訪問

型の支援体制の整備が明記され、生活困窮

者を含む無業者に対して、生活困窮者自立

支援制度との一体の実施も含まれており、

年齢を区切らないひきこもりサポート事業、

すなわち中高年のひきこもり支援に通じる

内容となっており、これにより支援に携わ

る民間支援団体の財政面や人材育成、ネッ

トワーク構築といった運営のサポートも推

進される国のプランとして、これから多分

おりてくる内容になってくると思うんです

けれども、これに伴って、橋本市でも中高年

のひきこもりに対してのきめ細やかな自立

相談支援機関やハローワーク、ひきこもり

地域支援センター、ひきこもり家族会など

が協力して個別支援を実施するような内容

を進めていってもらいたい。積極的な支援

体制の構築が急務であると考えています。 

 まず、今現在の状況として問題点として

は、中高年のひきこもりの原因というのは

この間のアンケートというか、国が実施し

た調査によると、中高年の場合は退職がき

っかけとか、第１位が退職がきっかけ、人間

の関係のつまずき、病気、それから就職活動、

ちょうど氷河期時代の人たちですね。バブ

ルが崩壊したぐらいのときに就職活動をし
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ていた人が就職できなかったということで、

就職活動の失敗とかっていうそういうこと

が原因になっているというふうに言われて

います。 

 専門家はそのことについて、自己肯定感

の喪失、心が傷つき、その家族も傷ついた心

を受けとめられず、社会復帰を急ぐあまり

子どもに対して叱咤激励して、早く復帰し

てほしいということで叱咤激励して逆に追

いつめてしまうというようなことで心を閉

ざして、ひきこもりが長期化しているとい

うふうに分析されています。 

 その問題点としては、ひきこもりが長期

化した人は社会の中にあって家族と本人の

心の二重扉に入っていると言っていいとい

うふうに言われています。傷ついた心を開

くには訪問型のアプローチが必修であると

いうことで、皆さんもご存じと思うんです

けど、磁石とくぎなんていうのは、磁石が動

かないくぎをぱっとひっついたら、そのく

ぎが今度は磁石の力を持つようになるみた

いな現象を経験したことがあると思うんで

すけれども、その磁石が動かないくぎを引

きつけられるように、支援員もしくは相談

員が何度も地道に訪問するうちに、まず家

族の扉を開いて、父親、母親や兄弟を支援員

もしくは相談員という社会につながってい

く、安心して話せる人間関係を築いていく、

専門的な知識を持って心にゆとりのある支

援員とつながって、少しずつ意識を高めて

いくことで自立への第一歩が踏み出される

ということです。磁石にひっついた動かな

かったくぎが磁力を持つように、ひきこも

りの本人のパワーを取り戻させることがで

きるというふうに考えます、訪問型のアプ

ローチということで。 

 まず、上がってこないということに関し

ては、問題点としては、周知の仕方が問題で

あるかなというふうに感じます。今現在と

しては、ポスターとかビラとか、それとか広

報なんかで周知するように努めてもらって

いるんですけれども、ひきこもりの人とい

うのはなかなか外にも出てこないし、家族

も隠すような傾向があると思うんです。デ

リケートやから、ちょっとそんなに訪問し

てまでというような考え方もあるかもしれ

ないんですけれども、今はだんだんデジタ

ル化というのが進んできていますので、Ｓ

ＮＳ、会員制の交流サイトとかデジタルツ

ールなんかを使って、確実に情報提供する

専門のホームページをつくるとか、メール

で呼びかけるというような方法も、そうい

う形で実態の掌握を図っていってもらえた

らなというふうに思っています。 

 ただ、今現在としてはそういう専門の窓

口というのがなされていない。特化したそ

ういうひきこもりに対しての入り口という

か、まだまだスタートできていない状態で

すので私もどうかなというふうには思って

いるんですけれども、ただ、私もちょっと新

聞等で、本とかで知ったんですけれども、田

辺市でひきこもり支援という、先ほども最

初の一般質問の冒頭で言わせていただいた

んですけれども、最初にひきこもりの窓口、

これは若年層を含むひきこもりなんですけ

れども、18年もたって現在では、中高年のひ

きこもりにまでちゃんとしたケアができる

ような体制がなされているということで、

まず平成９年の６月に、ひきこもりに対し

て議員が一般質問したんですね。 

 そこから、平成13年の１月に田辺市はひ

きこもり検討委員会というのを設置いたし

まして、設置するまでに９年やから４年ぐ

らい窓口ができるまでにかかっていると思

うんですけれども、そういった努力をされ

て、一応、ひきこもり相談窓口が開設される
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ようになったということで、その後、ひきこ

もり検討小委員会というのが設置されて、

５月には県費と国の補助金を得て社会的ひ

きこもり青年の居場所ということで、そう

いうハートツリーハウスというところが開

設されたということですごく発展、努力は

あったと思うんです。 

 最初は保健師さん１名をその窓口として

置いたということで、そこからすごい努力

をされていて、その当時は教育相談センタ

ーというの、橋本市にある教育相談センタ

ーですけれども、それとか、きのくに子ども

の村学園というところがあって、その施設

を逆に田辺市の人たちが見学に来て、自分

たちのところにはないからということで学

びに来てくださっていて、今では18年かか

ったんですけれども、逆に、中高年に対する

ひきこもりにも対処できるような形で、地

域いろんな団体がどんどん参画して成長し

てきたというふうに思えると思います。 

 こういったすごいモデルになるようなケ

ースが、しかも県内にあるということで、橋

本市もこれから先ほど一歩を踏み出してい

くというような答弁をいただいたので、こ

れから先成功していけるように、ぜひ頑張

っていただきたいなと思っております。 

 実態というか実績なんですけれども、田

辺市のホームページにアクセスしていただ

いて、いろいろひきこもり支援とかってい

うページをのぞいていただいたら、毎年毎

年そういう報告みたいなんがずっと報告さ

れていまして、その経過も多分わかってい

くんじゃないかなというふうに思います。 

 現在のひきこもり全体の数字なんですけ

れども、相談実績というのが主に、先ほども

ちょっと言い漏らしているかもしれません

が、相談というのは、やっぱり窓口に来てい

ただけない場合の訪問型のアプローチとい

うのがすごくメインになっているような形

です。平成31年３月末、最近ですよね。最近

までに、どれぐらいの方が、トータル最初か

ら開設以来のトータルの延べの人数なんで

すけれども、どれだけの家族が相談に来ら

れたかというと、626家族で相談件数は653

件の相談を受けていますということで、す

ごい実績というか、発展していっているよ

うな自治体だなということで、ぜひこの橋

本市も、皆さん、すごいマンパワーがあると

思いますので、ほんまに官民一体になって

こういった問題に対処していっていただけ

たらなというふうに切にお願いして、と思

います。意見をお聞かせください。 

○議長（土井裕美子君）答弁求められますね。 

○５番（板橋真弓君）はい、答弁に戻ります。

よろしくお願いします。橋本市の意見をお

聞かせください。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）板橋議員の質問にお答

えします。 

 あまり国から市までずーっとしゃべって

いただいたんで、いつ質問があるのかなと

思っていたら、最後に質問が来ました。 

 確かに、まだ橋本市もそういう面では遅

れていると思いますし、その現状把握とい

うところが、またなかなかわからない。現状

はとらいあんぐるに頑張っていただいてい

る、そういう事業をしていただいていると

いうところかなというふうに思っています。 

 その中で、一つは、予防的な小・中学校の

間に不登校であったり、いじめであったり、

あるいは発達障がいを持った子どもたちの

問題もあったり、そういう子どもの時期に

どれだけの対策がしていけるかというのが

あると思います。 

 今、うちはハートブリッジをつくって、教
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育委員会から福祉部局や一緒になって取り

組んでいると思いますので、一つはそうい

う予防的なところをどう押さえていくかと

いうのがまずは一つの課題かなと。そして、

現在、就職氷河期の皆さんについては、これ

から本当にどういう方法があるのか、そし

て国がどのような関連づけた予算をつけて

いただくのか。そして、一番の課題は、人材

を本当に専門職と言える人たちをこの橋本

市で確保できるのかというような、アウト

リーチという問題、訪問するにしてもそう

いう専門的な知識を持った人をどう確保し

ていくのか。それを保健師にやれ、職員にや

れと言うことも、非常に今私も職員を減ら

してきているんで多忙になってきている中

で、今度、市役所がブラック企業になっても

あきませんので、そういうところも考えて、

まずは実態をわからないと。 

 そして、個々に違うと思います。会社を退

職された人もいてれば、もともとひきこも

っている方もおられると思いますので、そ

ういう人の個々の対応をどう考えていくか。

そして、役所でできることは何があるのか。

民間にお願いすることはどういうことがあ

って、それに対する予算をどういうふうに

つけていくかということになってくると思

いますので、少し時間をいただいて、庁内で

一度検討会議をつくって、どういう方法で

田辺式でいくのか、橋本式で何かあるので

あればやっていくのか。本当にこれは行政

だけでは解決できませんので、民間の人た

ち、また県もそうですけども、国にしてもそ

うですけども、協力をしていただきながら、

これからのひきこもりの皆さんに対する対

策というのを考えていきたいと思います。 

 この場でこうせえって、なかなかこうい

うことをやりますということは、実際に何

人いてるかまだはっきりつかんでいない状

況なんで、そういうことも含めて国の方針

としても出てきますので、また国への要望

もしていきたいと思いますので、またいろ

いろご協力いただければなというふうに思

いますので、もう少し時間をいただいた中

でどういうふうに進めていくのかというの

を決めていきたいと思いますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さん。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

まず、検討委員会というか小さな集まりで

検討していただけるという、スタートして

いただけるということで、そこから全て始

まっていくかなというふうに考えておりま

すので、今後ともいろんな形で検討してい

ただいて、少しでも、特に本当に今は不登校

とか若い世代の人たちをまず最初にはしな

いといけないとは思うんですけれども、あ

と10年先になってきますと、やっぱり年金

受給者というふうな形になってしまって、

かなりの年金等経済的財源というのも心配

ですし、いろんな意味で高齢者ですので、で

きるだけ早くそういう人たちを把握してい

ただいて、困ってから役所へ行って生活保

護を受けたらええねんというような形では

本人も不本意というか、だと思います。 

 できれば就労して、地域の皆さんとか、自

分自身も生きがいを持って生きていったほ

うが本人としても幸福だと思いますので、

何としてもこれからしっかりと官も民も携

えて進んでいってもらう方向でご検討して

いいただけますように要望して、今回の質

問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（土井裕美子君）５番 板橋さんの一

般質問は終わりました。 

 この際、11時まで休憩いたします。 

（午前10時45分 休憩） 


